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 ６ 就労  

（１） 就労のための訓練等 ---*---*---*---*---*---*---*- 

 ア 就労訓練等                 《参照☞ ８章(P.80) 》 

   （ア） 就労移行支援 

       一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います。 

   （イ） 就労継続支援（Ａ型＝雇用型、Ｂ型＝非雇用型） 

       一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

   （ウ） 就労定着支援 

       就労移行支援等を利用して一般就労に移行した人に、一定期間、就労に伴う

生活上の課題に対応できるように支援を行います。 

（エ） 就労選択支援（令和７年１０月１日より開始） 

       就労移行支援等を利用する意向がある人等が就労先・働き方についてより良

い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望、就労

能力や適性等に合った選択について支援を行います。 

 

   対 象 者  障害者 

   相談窓口  市町村 

 

 イ  障害者職業能力開発校 

   障害者が就職・自立できるようその能力に適した職業訓練を行っています。寄宿舎も

  あります。 

相談窓口  障害者職業能力開発校またはハローワーク 

    募  集  下記へ直接問い合わせてください。 

名  称 所在地・電話番号 訓 練 科 目 
中央障害者職業能力
開発校 
（国立職業リハビリ
テーションセンター） 

〒359-0042 
所沢市並木４－２ 
電話 04-2995-1711（代表） 
FAX  04-2995-1052 

機械製図科、電子機器科、テクニ
カルオペレーション科、建築設
計科、ＯＡシステム科、ＤＴＰ・
Ｗｅｂ技術科、経理事務科、ＯＡ
事務科、オフィスワーク科、物流
・資材管理課、アシスタントワー
ク科 

東京障害者職業能力
開発校 

〒187-0035 
小平市小川西町 
   ２－３４－１ 
電話 042-341-1427（直通） 
FAX  042-341-1451 

ビジネスアプリ開発科、グラフィック

ＤＴＰ科、建築ＣＡＤ科、製パン科、

オフィスワーク科、実務作業科、職域

開発科、ＯＡ実務科、就業支援科、調

理・清掃サービス科、ビジネス総合事

務科、ものづくり技術科 
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 ウ 県立職業能力開発センター・県立高等技術専門校 

   県立職業能力開発センターでは、知的障害者を対象とした「サービス実務科」、精神

障害者・発達障害者を対象とした「職域開発科」において、主に事務・介護・サービス

系の職場で必要とされる技能を身に付けるための訓練を実施しています。 

   また、県立高等技術専門校に設置している訓練科目においても、障害のない方ととも

に職業訓練が可能な方について受け入れています。 

相談窓口  県立職業能力開発センター 

            電話 ０４８－６５１－１９４５ ／ FAX ０４８－６５１－３１１４ 

            または居住地を管轄するハローワーク 

 

 エ 障害者対象委託職業訓練 

   県立職業能力開発センターでは、障害者の雇用を促進するため、企業・社会福祉法人

  ・ＮＰＯ法人・民間教育訓練機関等の多様な委託先を活用し、障害者の能力、適性及び

  地域の障害者雇用のニーズに対応した職業訓練を実施しています。 

   対 象 者  居住地を管轄するハローワークに求職登録し、就労意欲のある障害者 

    訓練コース  「知識・技能習得訓練コース」、「実践能力習得訓練コース」、「デュ

アルシステムコース（知識・技能習得と職場実習）」、「e-ラーニングコ

ース」、「特別支援学校早期訓練コース」の５コース 

    訓練期間  原則、１か月から３か月以内（デュアルシステムコースは４か月） 

   受 講 料  無料（テキスト代等の負担はあり） 

   相談窓口  埼玉県立職業能力開発センター 

          電話 ０４８－６５１－３１３６ 

          FAX ０４８－６５１－３１１４ 

 

 オ トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース） 

   試行雇用(トライアル雇用)を通じ、事業主に対し障害者雇用に関する理解を深めても

らうとともに、本人の適性・能力を見極めたうえで継続雇用への移行のきっかけとして

いただくことで、障害者の雇用機会の創出を図ります。 

対 象 者  ハローワークに求職登録している障害者 

雇用期間  精神障害者以外は原則３か月 

      精神障害者は原則６～１２か月 

助 成 金  精神障害者以外は対象労働者１人につき月額最大４０,０００円を支給 

      精神障害者は対象労働者１人につき雇入れから３か月は月額最大８万

円、４か月から６か月までは４万円を支給（支給月は最長６か月目まで） 

相談窓口  ハローワーク 

 

 カ 短期の職場適応訓練 

   事業主には障害者の技能の程度や職場への適応性を把握してもらうこと、障害者には

実際に従事することになる仕事を経験して就業に自信を持ってもらうことを目的に、埼

玉県が民間事業所に委託して実施します。 
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対 象 者  公共職業安定所長が職場適応訓練を受けることを指示したもの 

訓練期間  ２週間以内（重度障害者は４週間以内） 

訓練手当等  事業主へ 訓練生１人につき日額９６０円   

                       （重度障害者１，０００円） 

           訓練生へ (ｱ)  雇用保険を受けている方は訓練終了日まで引き続いて

              失業給付が受給できます。 

            (ｲ)  (ｱ)以外の方は、訓練手当として、基本手当、受講手

              当、通所手当が支給されます。 

相談窓口  ハローワーク 

 

 キ トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース） 

   精神障害者・発達障害者で、週２０時間以上での就労が難しい人を短時間（週１０～

２０時間）で試行的に雇用し、職場の適応状況や体調などに応じて週２０時間以上の就

労へ移行することを目指します。 

対 象 者  ハローワークに求職登録している精神障害者・発達障害者 

雇用期間  原則３か月以上、１２か月以内(１週間の所定労働時間は１０時間以上) 

助 成 金  事業主には、対象労働者１人につき月額最大４０，０００円を支給 

相談窓口  ハローワーク 

 

（２） 就職をすすめるために ---*---*---*---*---*---*---*- 

 ア 就職資金の貸付 

   生活福祉資金（７６ページ）として、就職または技能を習得するために必要な支度を

する経費を貸し付けます。 

 

 イ たばこ小売販売業の許可 

   身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者の方が製造たばこの小売販売を業とし

て行おうとする時は、許可基準が緩和されます。 

相談窓口  財務省関東財務局理財部理財第３課 

      電話 ０４８－６００－１１２１／ＦＡＸ ０４８－６００－１２２７ 

 

 ウ 公共施設における売店の設置 

   身体障害者が公共施設内に売店の設置を希望する場合、優先的に扱われます。 

相談窓口  当該の公共施設 

 

（３） 障害者を雇用する事業主への雇用助成措置 ---*---*---*-- 

 ア 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース） 

   身体障害者、知的障害者または精神障害者をハローワーク等の紹介により、雇用保険

被保険者かつ継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成します。 
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 〔助成金額と助成期間〕 

 助成金額(中小企業) 助成対象期間(中小企業) 

短 

時

間 

労

働

者

以

外 

重度 身体・知的障害者 １００(２４０)万円 １年６か月(３年) 

重度 

以外 

身体・知的障害

者 
45歳未満 ５０(１２０)万円 １年(２年) 

身体・知的障害

者 
45歳以上 １００(２４０)万円 １年６か月(３年) 

精 神 障 害 者 １００(２４０)万円 １年６か月(３年) 

短 

時 

間

労

働

者 

重度 身体・知的障害者 

３０(８０)万円 １年（２年) 
重度 

以外 
身体・知的障害者 

精 神 障 害 者 

相談窓口  ハローワーク 

 

 イ 特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コー

ス） 

   発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により雇用保険被保険者か

つ継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に助成します。 

対象者  障害者手帳を所持していない以下の方 

                ・発達障害者支援法第２条に規定する発達障害者 

         ・難治性疾患患者 

（対象となる難病についてはハローワークへお問い合わせください） 

 

 〔助成金額と助成期間〕 

対象労働者 企業規模 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 

短時間労働者

以外の労働者 

大企業 １年間 第１期 ２５万円 第２期 ２５万円 

中小企業 ２年間 
第１期 ３０万円 第２期 ３０万円 

第３期 ３０万円 第４期 ３０万円 

短時間労働者 

大企業 １年間 第１期 １５万円 第２期 １５万円 

中小企業 ２年間 
第１期 ２０万円 第２期 ２０万円 

第３期 ２０万円 第４期 ２０万円 

相談窓口  ハローワーク 
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 ウ キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース） 

   障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれか

に該当する措置を継続的に講じた事業主に助成します。 

   ① 有期雇用労働者を正規雇用労働者等または無期雇用労働者に転換すること。 

 ② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること。  

対象労働者 措置内容 支給総額 支給対象期ごとの支給額 

重度身体障害者 

重度知的障害者 

および精神障害者 

有期雇用から正規雇

用への転換 

120 万円 

（90 万円） 

60 万円 × ２期 

（45 万円 × ２期） 

有期雇用から無期雇

用への転換 

60 万円 

（45万円） 

30 万円 × ２期 

（22.5 万円 × ２期） 

無期雇用から正規雇

用への転換 

60 万円 

（45万円） 

30 万円 × ２期 

（22.5万円 × ２期） 

（）内は中小企業以外の額 

対象労働者 措置内容 支給総額 支給対象期ごとの支給額 

重度以外の身体障害者 

重度以外の知的障害者 

発達障害者、難病患者 

高次脳機能障害と診断 

された者 

有期雇用から正規雇

用への転換 

90 万円 

（67.5 万円） 

45 万円 × ２期 

（33.5 万円※ × ２期） 

有期雇用から無期雇

用への転換 

45 万円 

（33万円） 

22.5 万円 × ２期 

（16.5 万円 × ２期） 

無期雇用から正規雇

用への転換 

45 万円 

（33万円） 

22.5 万円 × ２期 

（16.5万円 × ２期） 

※第 2期の支給額は 34万円             （）内は中小企業以外の額 

相談窓口 埼玉労働局 助成金センター 

 

 エ 障害者雇用率制度について 

 〔法定雇用率の設定〕 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障害者雇用率制度が設けられており、

全ての事業主等は、従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者を雇用することが

義務付けられています。 

    一般の民間企業  ２．５％ 

    ○ 民間企業         （労働者数４０．０人以上規模の企業） 

    特殊法人等  ２．８％ 

              

    ○ 国・地方公共団体等   ２．８％ 
         
 
       ただし、都道府県等の教育委員会   ２．７％ 
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 令和 5年の法改正により事業主区分ごとの障害者雇用率は下表のとおりとなりました。

民間企業においては令和６年４月から 2.5％となり、令和８年７月から 2.7％に引き上げ

となります（引上げに係る対応は国、地方公共団体等も同様）。 
 

組織区分 令和 5年度 令和 6年 4月 令和 8年 7月 

民間企業 ２.３％ ２.５％ ２.７％ 

国、地方公共団体など ２.６％ ２.８％ ３.０％ 

都道府県等の教育委員会 ２.５％ ２.７％ ２.９％ 

 ※法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が 

令和６年４月より従業員 40.0人以上となり、令和８年７月からは従業員 37.5人以上の

企業が対象となります。 

相談窓口  ハローワーク 

 

 オ 障害者雇用納付金の申告・納付 

   常用雇用労働者の総数が１００人を超える事業主（以下「障害者雇用納付金申告対象

  事業主」といいます。）は、障害者雇用納付金の申告を行っていただき、雇用障害者数

  が法定雇用障害者数を下回っている場合は障害者雇用納付金を納付する必要がありま 

  す。 

相談窓口  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 

         高齢・障害者業務課 

         〒３３６－０９３１ 

         さいたま市緑区原山２－１８－８ポリテクセンター埼玉 本館４階 

         電話 ０４８－８１３－１１１２／FAX ０４８－８１３－１１１４ 

  （ア）障害者雇用調整金の支給 

   障害者雇用納付金申告対象事業主で、障害者法定雇用率を超えて障害者を雇用 

している場合は、障害者法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて障害 

者雇用調整金を事業主の申請に基づき支給します。 

相談窓口  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 

         高齢・障害者業務課 

 

  （イ）在宅就業障害者特例調整金の支給 

     障害者雇用納付金申告事業主又は障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度

に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払っ

た場合は、在宅就業障害者特例調整金を事業主の申請に基づき支給します。 

相談窓口  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 

         高齢・障害者業務課 

 

  （ウ）報奨金の支給 

     常用雇用労働者の総数が１００人以下の事業主（以下「報奨金申請対象事業主」
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といいます。）を対象に、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、その

一定数を超えて雇用している障害者数に応じて報奨金を事業主の申請に基づき支給

します。 

相談窓口  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 

         高齢・障害者業務課 

 

  （エ）在宅就業障害者特例報奨金の支給 

     報奨金申請対象事業主で、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し

仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、在宅就業障害者特例報奨金を事業主

の申請に基づき支給します。 

相談窓口  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 

         高齢・障害者業務課 

 

 カ 障害者雇用納付金制度による助成金等 

   障害者を雇用するために事業主が職場環境を整備したり、適切な雇用管理を実施する

  ための費用を助成する制度として、次のような助成金等（次頁以降）があります。 

相談窓口  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 

         高齢・障害者業務課 

 



●障害者雇用納付金関係助成金一覧

■　障害者作業施設設置等助成金

対象となる措置
個別助成金名

①第１種作業施設設置等
助成金
（作業施設等の設置や整
備を工事や購入で行う場
合）

－

②第２種作業施設設置等
助成金
（賃借で行う場合）

3年間

対象となる措置
個別助成金名

③第１種中高年齢等障害
者作業施設設置等助成
金
（作業施設等の設置や整
備を工事や購入で行う場
合）

－

④第２種中高年齢等障害
者作業施設設置等助成
金
（賃借で行う場合）

3年間

■　障害者福祉施設設置等助成金

助成率

対象費用の
３分の１

■　重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

助成率

対象費用の
３分の２

対象障害者 助成率

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者

※在宅勤務の方
も含みます（注釈
2）

対象費用の
３分の２

・ 対象障害者１人につき４５０万円まで
　（作業施設、附帯施設、作業設備の合計）
・ 作業設備の場合、対象障害者１人につき１５０万円まで
　（中途障害者は対象障害者１人につき４５０万円まで）
・ 短時間労働者（注釈3）または特定短時間労働者である場合の
限度額は対象障害者１人につき上記の半額
・ １事業所あたり一会計年度につき合計4,500万円まで

・ 対象障害者１人につき月１３万円まで
・ 作業設備の場合、対象障害者１人につき月５万円まで
　（中途障害者は対象障害者１人につき月１３万円まで）
・ 短時間労働者（注釈3）または特定短時間労働者である場合の
限度額は対象障害者１人につき上記の半額

対象障害者

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者

※在宅勤務の方も含みます（注釈4）

・ 対象障害者１人につき225万円まで
・ 短時間労働者（注釈3）または特定短時間労働者である場合の限度額は対象障害者１人に
つき上記の半額
・ １事業所または事業主の団体１団体あたり一会計年度につき合計2,250万円まで

支給限度額

（注釈4）出勤時に事業所内で使用するもののみが対象であり、居宅に設置または整備を行うものについては、対象となりません。

対象障害者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと併せて、障害者を雇用する事業所としてのモデル性が
認められる場合に支給します。なお、申請には事前相談が必須となります。

支給限度額 支給期間 特記事項

支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された作業施設、または作業を
容易にすることを目的として製造された作業設備（業務外で使用しないものに限る）、就労を容易にするために配慮されたトイレ・スロープ等の附帯施設
（以下「作業施設等」）の設置（当該障害に起因するものに限る）や整備を行う場合、加齢に伴う就労上の課題を克服・軽減し、雇用の継続に必要な措置
（注釈1）を行う場合に支給します。

特記事項支給期間

（注釈5）対象障害者を１年以上継続して１０人以上雇用し、雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が１０分の２以上であることが必要です。
（注釈6）この助成金、従前の施設改善助成金、第２種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して 1 億円が限度です。

３５歳以上で雇
用後６か月を
超える期間が
経過している
以下の方
• 身体障害者
• 知的障害者
• 精神障害者

※在宅勤務の方
も含みます（注釈
2）

対象費用の
３分の２

・ 対象障害者１人につき４５０万円まで
　（作業施設、附帯施設、作業設備の合計）
・ 作業設備の場合、対象障害者１人につき１５０万円まで
　（中途障害者は対象障害者１人につき４５０万円まで）
・ 短時間労働者（注釈3）または特定短時間労働者である場合の
限度額は対象障害者１人につき上記の半額
・ １事業所あたり一会計年度につき合計4,500万円まで

中途障害者は
手帳交付日等
から６か月を
超える期間が
経過し、かつ
就労困難性が
加齢による変
化によるものと
認められること
が要件です。
他の要因によ
る申請につい
ては第１種・第
２種作業施設
設置等助成金
で期限内の申
請が必要で
す。

対象障害者の
雇入れ、中途
障害者に係る
職場復帰、人
事異動等から
６か月以上経
過しており、作
業施設等の設
置・整備を行う
十分な必要性
がないと判断
される場合は、
対象となりませ
ん。

支給限度額

対象障害者 助成率

対象障害者（注釈5） 支給限度額

・ 重度身体障害者（特定短時間労働者は対象になりません）
・ 知的障害者（重度知的障害者以外の短時間労働者または特定短時間労働者は対象
になりません）
・ 精神障害者 （特定短時間労働者は対象になりません）

• １認定につき５千万円まで（同一事業所に対
する支給額との合計額は１億円を限度）（注釈
6）

・ 対象障害者１人につき月１３万円まで
・ 作業設備の場合、対象障害者１人につき月５万円まで
　（中途障害者は対象障害者１人につき月１３万円まで）
・ 短時間労働者（注釈3）または特定短時間労働者である場合の
限度額は対象障害者１人につき上記の半額

（注釈1）障害特性上、その施設等の設置または整備を行わなければ支給対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められるものであって必要最低限の範囲に限ります。
（注釈2）居宅の工事や毎就業日使用しない設備等は対象となりません。
（注釈3）重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者は、一般労働者の限度額と同じです

支給対象となる障害者を現に雇用している事業主等が、障害者の福祉の増進のために障害特性に配慮した休憩室等の福祉施設の設置や整備を行う
場合に支給します。
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■　障害者介助等助成金

対象となる措置
個別助成金名

①職場復帰支援助成金
（職場復帰のために必要
な職場適応の措置の実
施）

－ １年間

②中途障害者等技能習
得支援助成金
（職場復帰にあたって職
務転換後の業務に必要
な知識・技能を習得させ
るための研修の実施）

対象費用の
４分の３

１年間

③中高年齢等障害者技
能習得支援助成金
（加齢に伴う心身の変化
により生じる課題を解消
するための知識・技能を
習得するための研修の実
施）

対象費用の
４分の３

１年間

中途障害者の
方は手帳交付
日等から６か
月を超える期
間が経過して
いることが対
象障害者等と
なる要件です。

④職場介助者の配置又
は委嘱助成金
（業務遂行のために必要
な職場介助者の配置また
は委嘱）

対象費用の
４分の３

10年間

対象障害者等
が雇用後１年
を超える期間
が経過してい
る場合は対
象となりませ
ん。

⑤職場介助者の配置又
は委嘱の継続措置に係
る助成金
（上記④の支給期間が終
了する事業主で、職場介
助者の配置または委嘱
の措置を継続して行う場
合）

対象費用の
3分の2

５年間

支給期間は上
記④の支給期
間終了後５年
間となります。

⑥職場介助者の配置又
は委嘱の中高年齢等措
置に係る助成金
（加齢に伴う心身の変化
により生じる課題を解消
するために必要な職場介
助者を配置または委嘱）

対象費用の
3分の2

１０年間

中途障害者の
方は手帳交付
日等から６か
月を超える期
間が経過して
いることが対
象障害者等と
なる要件です。

⑦手話通訳・要約筆記等
担当者の配置又は委嘱
助成金
（聴覚障害者の雇用管理
に必要な手話通訳・要約
筆記等担当者の配置ま
たは委嘱）

対象費用の
４分の３

１０年間

対象障害者等
が雇用後１年
を超える期間
が経過してい
る場合は対象
となりません。

⑧手話通訳・要約筆記等
担当者の配置又は委嘱
の継続措置に係る助成
金
（上記⑦の支給期間が終
了する事業主で、当該担
当者の配置または委嘱
の措置を継続して行う場
合）

対象費用の
３分の２

５年間

支給期間は上
記⑦の支給期
間終了の翌日
から５年間とな
ります。

２、３、４級または６級の
聴覚障害者

※在宅勤務の方も含みます

・ 配置１人につき月１５万円まで
・ 委嘱１人につき１回１万円まで（年１５０万円ま
で）

・ 配置１人につき月１３万円まで
・ 委嘱１人につき１回９千円まで（年１３５万円ま
で）

（注釈7）常時雇用している労働者数が 100 人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主には、障害者雇用納付金制度に基づき障害者雇用調整金を支給し
ています。調整金支給調整対象事業主とは、この障害者雇用調整金を受給している事業主のうち支給の減額調整を受けている事業主をいいます。

３５歳以上で雇用後６か月を
超える期間が経過している上
記④⑤の方

※在宅勤務の方も含みます

・ 配置１人につき月１３万円まで
　（中小企業または調整金支給調整対象事業主
（注釈7）は月１５万円まで）
・ 委嘱１人につき１回９千円まで（年１３５万円ま
で）
　（中小企業または調整金支給調整対象事業主
は１人につき１回１万円まで（年１５０万円まで））

・ 対象障害者１人につき月４万５千円
　（中小企業は月６万円）

・ 対象障害者１人につき年２０万円まで
　（中小企業は年３０万円まで）

・ 身体障害者
・ 精神障害者（発達障害のみ
有する方を除く）
・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方

※在宅勤務の方も含みます

・ 対象障害者１人につき年２０万円まで
　（中小企業または調整金支給調整対象事業主
（注釈7）は年３０万円まで）

・ 配置１人につき月１５万円まで
・ 委嘱１人につき１回１万円まで（年１５０万円ま
で）

・ 配置１人につき月１３万円まで
・ 委嘱１人につき１回９千円まで（年１３５万円ま
で）

対象障害者等
の職場復帰か
ら３か月以内
に措置を開始
することが要
件です。

３５歳以上で雇用後６か月を
超える期間が経過している以
下の方
・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者

※在宅勤務の方も含みます

・ ２級以上の視覚障害者
・ ２級以上の両上肢機能障害
および２級以上の両下肢機能
障害を重複する方
・ ３級以上の乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による上肢
機能障害および３級以上の乳
幼児期以前の非進行性の脳
病変による移動機能障害を重
複する方

※在宅勤務の方も含みます

支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置
や、加齢に伴う心身の変化により生じる課題の解消のために必要な介助等の各種措置を行う場合に支給します。

対象障害者等 助成率 特記事項支給期間支給限度額
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対象となる措置
個別助成金名

⑨手話通訳・要約筆記等
担当者の配置又は委嘱
の中高年齢等措置に係
る助成金
（加齢に伴う心身の変化
により生じる課題を解消
するために必要な手話通
訳・要約筆記等担当者の
配置または委嘱）

対象費用の
３分の２

１０年間

中途障害者の
方は手帳交付
日等から６か
月を超える期
間が経過して
いることが対
象障害者等と
なる要 件 で
す。

⑩職場支援員の配置又
は委嘱助成金
（職場定着のための援助
や指導を行う職場支援員
の配置または委嘱）

２年間
（精神障害
者は３年

間）
（注釈8）

対象障害者等
の雇入れ日、
勤務時間延長
日、配置転換
日、業務内容
変更日、職場
復帰日または
企業在籍型職
場適応援助者
助成金の支援
終了日の翌日
から６か月以
内に支援を開
始することが
要件です。

⑪職場支援員の配置又
は委嘱の中高年齢等措
置に係る助成金
（加齢に伴う心身の変化
により生じる課題を解消
するための援助や指導を
行う職場支援員の配置ま
たは委嘱）

６年間
（注釈9）

中途障害者の
方は手帳交付
日等から６か
月を超える期
間が経過して
いることが対
象障害者等と
なる要件です。

⑫健康相談医の委嘱助
成金
（健康相談のために必要
な健康相談医を委嘱）

対象費用の
４分の３

１０年間

⑬職業生活相談支援専
門員の配置又は委嘱助
成金
（職業生活に関する相
談・支援の業務を専門に
担当する方の配置または
委嘱）

対象費用の
４分の３

１０年間

⑭職業能力開発向上支
援専門員の配置又は委
嘱助成金
（職業能力の開発・向上
のために必要な業務を専
門に担当する方の配置ま
たは委嘱）

対象費用の
４分の３

１０年間

⑮介助者等資質向上措
置に係る助成金
（障害者の介助等の業務
を行う方の資質の向上の
ための研修・講習の実
施）

対象費用の
４分の３

対象となる措置
個別助成金名

⑯重度訪問介護サービス
利用者等職場介助助成
金
（重度訪問介護サービス
等を受けている重度障害
者の業務遂行のために
必要な支援をサービス事
業者に委託）

対象費用の
５分の４

（中小企業は
対象費用の
１０分の９）

年度ごとに
委託を開

始した日か
ら当該年度

末まで

申請には事前
に市町村等へ
の事業実施の
確認および相
談が必要で
す。

支給限度額対象障害者等

身体障害者、知的障害者または精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの精神障害者で、次のいずれにも該当する方
・ 重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者
・ 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
を実施する市町村等が職場介助の支援が必要と認めた方

※在宅勤務の方も含みます

対象障害者
１人につき月
１３万３千円

まで
（中小企業は
月１５万円ま

で）

３５歳以上で雇用後６か月を
超える期間が経過している上
記⑦⑧の方

※在宅勤務の方も含みます

・ 配置１人につき月１３万円まで
　（中小企業または調整金支給調整対象事業主
（注釈7）は月１５万円まで）
・ 委嘱１人につき１回９千円まで（年１３５万円ま
で）
（中小企業または調整金支給調整対象事業主は
１人につき１回１万円まで（年１５０万円まで））

－

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方

※在宅勤務の方も含みます

①一般労働者への配置１人につき
　・ 中小企業は月４万円
　・ 中小企業以外は月３万円
②短時間労働者への配置１人につき
　・ 中小企業は月２万円
　・ 中小企業以外は月１万５千円
③特定短時間労働者への配置１人につき
　・ 中小企業は月１万円
　・ 中小企業以外は月７千５百円
④委嘱
　・ 委嘱 1 人につき１回１万円（月４万円まで）

３５歳以上で雇用後６か月を
超える期間が経過している上
記⑩の方

※在宅勤務の方も含みます

・ 委嘱１人につき１回２万５千円まで（年３０万円
まで）

・ １事業主につき年１００万円まで
職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、職場支援員、職業生活相談支
援専門、職業能力開発向上支援専門員、企業在籍型職場適応援助者の方の
資質向上に資する研修・講習を実施する場合に支給します。

助成率 支給期間 特記事項

助成率 支給限度額 支給期間 特記事項対象障害者等

（注釈8）企業在籍型職場適応援助者助成金による支援終了を配置または委嘱事由とするものは６か月間です。
（注釈9）企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の支給終了後６か月以内に措置を開始する場合は、その支給期間と合わせて６年間です。

①一般労働者への配置１人につき
　・ 中小企業または調整金支給調整対象事業主（注釈7）は月４
万円
　・ 上記以外の事業主は月３万円
②短時間労働者への配置１人につき
　・ 中小企業または調整金支給調整対象事業主は月２万円
　・ 上記以外の事業主は月１万５千円
③特定短時間労働者への配置１人につき
　・ 中小企業または調整金支給調整対象事業主は月１万円
　・ 上記以外の事業主は月７千５百円
④委嘱
　・ 委嘱１人につき１回１万円（２８８回まで）

・ 配置１人につき月１５万円まで
・ 委嘱１人１回につき１万円まで（年１５０万円ま
で）

・ 配置１人につき月１５万円まで
・ 委嘱１人１回につき１万円まで（年１５０万円ま
で）

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
〔対象障害者が５人以上であ
ることが必要になります〕

※⑬⑭は在宅勤務の方も含みます

対象障害者が
雇用後１年を
超える期間が
経過している
場合は対象と
なりません。
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■　職場適応援助者助成金

対象となる措置
個別助成金名

①訪問型職場適応援助
者助成金
（支援計画に基づく訪問
型職場適応援助者による
支援（当該事業を行う法
人に支給））

・ 精神障害者
以外の場合は
１年８か月
・ 精神障害者
の場合は２年
８か月

②企業在籍型職場適応
援助者助成金
（支援計画に基づく企業
在籍型職場適応援助者
による支援）

６か月

対象となる措置
個別助成金名

③訪問型職場適応援助
者の中高年齢等措置に
係る助成金
（加齢に対応した支援計
画に基づく訪問型職場適
応援助者による支援（当
該事業を行う法人に支
給））

・ 精神障害者
以外の場合は
１年８か月
・ 精神障害者
の場合は２年
８か月

④企業在籍型職場適応
援助者の中高年齢等措
置に係る助成金
（加齢に対応した支援計
画に基づく企業在籍型職
場適応援助者による最初
の支援）

６か月

■　障害者雇用相談援助助成金

■　障害者能力開発助成金

個別助成金名 助成率 支給期間

第 １ 種 （施設設置費）
対象費用の

４分の３
－

第 ２ 種 （運営費）
対象費用の

４分の３
訓練期間中

支給期間

①訪問型職場適応援助者による支援（注釈10）
・ 対象障害者等が精神障害者以外の場合、１回の支援につき４時間以上１
万８千円、４時間未満９千円
・ 精神障害者の場合、１回の支援につき３時間以上１万８千円、３時間未満９
千円
・ １日あたり３万６千円まで（支援ケースごとの合計）
②訪問型職場適応援助者養成研修を受講した場合
・ 当該研修受講料の２分の１の額

①企業在籍型職場適応援助者による支援（注釈11）
・ 対象障害者等が精神障害者以外の場合
　　【一般労働者】月６万円（中小企業は８万円）
　　【短時間労働者】月３万円（中小企業は４万円）
　　【特定短時間労働者】月１万５千円（中小企業は２万円）
・ 対象障害者等が精神障害者の場合
　　【一般労働者】月９万円（中小企業は１２万円）
　　【短時間労働者】月５万円（中小企業は６万円）
　　【特定短時間労働者】月２万円（中小企業は３万円）
②企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講した場合
・ 当該研修受講料の２分の１の額

障害者の能力開発訓練の事業（注釈13）を行うための施設または設備の設置や整備等を行う場合やその能力開発訓練事業を運営する場合に支給し
ます。

（注釈12）障害者の就業が困難であると認められる業種について、除外率に相当する労働者を控除する制度【障害者の雇用義務を軽減】が設けられています。除外率設定業種事業主と
は、この設定がされている業種に属する事業を行う事業所のある事業主をいいます。

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
精神障害者

対象障害者

（注釈10）訪問型職場適応援助者助成金の①と訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の①の支給額の合計は１日あたり３万６千円まで（支援ケースごとの合計）
（注釈11）企業在籍型職場適応援助者助成金の①と企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の①の支給額の合計は1事業年度あたり300万円まで（支援ケースごと
の合計）

職場適応に課題を抱える障害者への対応や、加齢に伴い生ずる心身の変化により職場への適応が困難となった（注釈1） ため職場への適応を容易に
するために、職場適応援助者による支援を行う場合に助成します。

対象障害者等

３５歳以上で雇用後６か月を
超える期間が経過している以
下のいずれかの方
・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方
・ 地域障害者職業センターが
作成する職業リハビリテーショ
ン計画のある方
・ その他、援助が必要である
と機構が認める障害者

※在宅勤務の方も含みます

支給限度額

①訪問型職場適応援助者による支援（注釈10）
・ 対象障害者等が精神障害者以外の場合、１回の支援につき４時間以上１
万８千円、４時間未満９千円
・ 精神障害者の場合、１回の支援につき３時間以上１万８千円、３時間未満９
千円
・ １日あたり３万６千円まで（支援ケースごとの合計）
②訪問型職場適応援助者養成研修を受講した場合
・ 当該研修受講料の２分の１の額

①企業在籍型職場適応援助者による支援（注釈11）
・ 対象障害者等が精神障害者以外の場合
　　【一般労働者】月６万円
　　（中小企業または調整金支給調整対象事業主（注釈7）は８万円）
　　【短時間労働者】月３万円
　　（中小企業または調整金支給調整対象事業主は月４万円）
　　【特定短時間労働者】月１万５千円
　　（中小企業または調整金支給調整対象事業主は月２万円）
・ 精神障害者の場合
　　【一般労働者】月９万円
　　（中小企業または調整金支給調整対象事業主は月１２万円）
　　【短時間労働者】月５万円
　　（中小企業または調整金支給調整対象事業主は月６万円）
　　【特定短時間労働者】月２万円
　　（中小企業または調整金支給調整対象事業主は月３万円）
②企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講した場合
・ 当該研修受講料の２分の１の額

対象障害者等 支給限度額 支給期間

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方
・ 地域障害者職業センターが
作成する職業リハビリテーショ
ン計画のある方
・ その他、援助が必要である
と機構が認める障害者

※在宅勤務の方も含みます

利用事業主１社につき１回

支給回数支給限度額

①利用事業主に対して障害者雇用相談援助事業を行った場合
・ ６０万円（中小企業または除外率設定業種事業主（注釈12）は８０万円）
②①を行った後、利用事業主が対象障害者を雇入れ、かつ、６か月以上の雇用
継続を行った場合
・ 対象障害者1人につき７万５千円（中小企業または除外率設定業種事業主は１
０万円、4人まで）

（注釈13）公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講の必要を認められた対象障害者等の職業に必要な能力を開発し、向上させるための厚生労働大臣が定める基準に適合する
訓練をいいます。

対象障害者等

・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 高次脳機能障害のある方
・ 難病等にかかっている方

支給限度額

受講生１人につき月16万円まで

5,000万円まで（更新の場合1,000万）

対象障害者の雇い入れおよびその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業（障害者雇用相談援助事業）を、当該援助事
業の利用事業主に対して行う事業者に支給します。

 - 60 -



■　重度障害者等通勤対策助成金

対象となる措置
個別助成金名

①住宅の賃借助成金
（対象障害者用の住宅の
賃借）

１０年間

②指導員の配置助成金
（対象障害者用住宅への
指導員の配置）

１０年間

③住宅手当の支払助成
金
（対象障害者への住宅手
当の支払）

１０年間

④通勤用バスの購入助
成金
（対象障害者のための通
勤用バスの購入）

－

⑤通勤用バス運転従事
者の委嘱助成金
（対象障害者のための通
勤用バスの運転に従事
する方の委嘱）

１０年間

⑥通勤援助者の委嘱助
成金
（対象障害者の通勤を容
易にするために指導、援
助等を行う通勤援助者の
委嘱）

３か月間

⑦駐車場の賃借助成金
（自ら運転する自動車で
通勤することが必要な対
象障害者に使用させるた
めの駐車場の賃借）

１０年間

⑧通勤用自動車の購入
助成金
（自ら運転する自動車で
通勤することが必要な対
象障害者に使用させるた
めの通勤用自動車の購
入）

－

対象となる措置
個別助成金名

⑨重度訪問介護サービス
利用者等通勤援助助成
金
（重度訪問介護サービス
等を受けている重度障害
者の通勤援助（公共交通
機関の利用に必要な援
助）をサービス事業者に
委託）

対象費用の
５分の４

（中小企業は
対象費用の
１０分の９）

年度ごとに
委託を開
始した日か
ら３か月ま
で

申請には事前
に市町村等へ
の事業実施の
確認および相
談が必要で
す。

支給対象となる障害者を労働者として雇い入れ、または継続して雇用している事業主等が、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に支給し
ます。（注釈14）

身体障害者、知的障害者または精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの精神障害者で、次のいずれにも該当する方
・ 重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者
・ 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
を実施する市町村等が通勤の支援が必要と認めた方

対象障害者１人に
つき月７万４千円

まで
（ 中小企業は月８

万４千円まで）

（注釈14）対象となる障害者が雇用されて６か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の重度
化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象となりません（⑥⑨の助成金を除く。）。

対象障害者等 助成率 支給限度額 支給期間 特記事項

・ 対象障害者１人につき月６万
円まで・ 重度身体障害者

・ ３級の体幹機能障害者
・ ３級の視覚障害者
・ ３級または４級の下肢障害者
・ ３級または４級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ
る移動機能障害者
・ ５級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による移動機能障害のいずれか２つ以上重複す
る方
・ 知的障害者
・ 精神障害者

〔②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運
転従事者の委嘱は対象障害者が５人以上であることが必要
になります〕

対象費用の
４分の３

・ ２級以上の上肢障害者
・ ２級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢
機能障害者
・ ３級以上の体幹機能障害者
・ ３級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしく
は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓
の機能の障害のある方
・ ４級以上の下肢障害者
・ ４級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動
機能障害者
・ ５級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による移動機能障害のいずれか２つ以上重複す
る方

・ 購入１台につき１５０万円まで
（１級または２級の両上肢障害
者の場合は１台２５０万円まで）

・ 対象障害者１人につき月５万
円まで

・ 世帯用は月１０万円まで
・ 単身者用は月６万円まで

・ 委嘱１人につき１回２千円ま
で
・ 交通費１認定につき月３万円
まで

・ バス１台につき７００万円まで

・ 委嘱１人につき１回６千円ま
で

・ 配置１人につき月１５万円ま
で

対象障害者等 助成率 支給期間支給限度額
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